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第四期特定健康診査等実施計画

ＳＫ健康保険組合
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特定健康診査等実施計画（令和６年度～令和１１年度）

事業所と共同で特定保険指導の重要性や必要性の認
知度を高める。

肥満者を減少させることで、将来的な生活習慣病リ
スクおよび特定保健指導対象者数を減少させる。

他組合と比べ４０代前半、５０代後半の加入者構成
割合が高く、生活者習慣病の重症化予防に向けた取
り組みの推進が必要である。

生活習慣病ハイリスクかつ未通院者に対して、早期
に治療を受けるように受診を促し、疾病の重症化を
防ぐ。

治療放置群の割合が減少しているのは良い傾向では
あるが、重症化群の割合の増加は医療費に大きく影
響があるため、重症化対策が必用である。

被扶養者において、リスク者である治療放置群の割
合は低いものの、重症化群の割合が年々増加してい
る。

健康リスクの未把握者も多く、健診受診勧奨も必要
である。

背景・現状・基本的な考え方

被扶養者は健診受診率が低いため、受診率向上に向
けた対策の強化が必要。

服薬者の割合が増加傾向であり、受診勧奨等による
対象者の治療が進んでいる一方、正常の割合が他組
合より低い。

男性被保険者において肥満者の割合が増加傾向であ
り、令和４年度は他組合を上回っているため、改善
に向けた対策の強化が必要。

新型コロナウィルス感染症の流行により、令和２年
度の医療費は低くなったが、その後は増加傾向が見
られ、受療率および患者一人あたり医療費の増加が
影響。

３大生活習慣病においては、経年で医療費が増加傾
向にあり、また重症化患者においては虚血性心疾患
の医療費が令和４年度において大幅に増加してお
り、引き続き生活習慣病対策が必要。

人工透析導入により一人あたり医療費が最も高額と
なる腎不全の患者が、令和４年度は大幅に増加して
おり、重症化となる前の段階で留めることが強く求
められる。

特定保健指導の対象者数に増加傾向がみられる。

毎年一定数存在する「流入」群における「悪化・新
４０歳・新加入」の中でも、事前の流入予測が可能
な新４０歳については対策を講じることが可能であ
り、具体的な事業へ繋げていく必要がある。

新加入者前年未受診による流入者の割合が高く、比
較的変動しやすい可能性があるため、２年目以降は
対象者にならないように個別のアプローチが必要。

保健指導対象者の中には、生活習慣病での処方実績
がある者が存在し、適切な回答次第で対象者割合の
減少に繋がる可能性がある。

事業所と共同で生活改善の重要性・必要性の認知度
を高める。

若年層や予備軍に対し、将来的なリスクを低減させ
る取り組みを行う。
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特定保健指導

特定健康診査

Ｒ６年度

１７％

Ｒ６年度

特定保険指導対象者割合 ２０％ １９％ １８％ １８％ １８％

Ｒ６年度

２１％

Ｒ１１年度

特定保険指導実施率 ５２％ ５４％ ５６％ ５８％ ６０％

アウトプット指標 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度

アウトカム指標 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度

対象 対象事業所:全て、性別:男女、年齢:４０～７４歳、対象者分類:基準該当者

方法 保健師による面談、その他運動・食事等の指導。

メタボリックシンドローム該当者、予備軍の減少。

被扶養者の指導実施率の向上。

Ｒ１１年度

Ｒ６年度

７８％ ８１％ ８４％ ８７％

－　２　－

事業所所属被保険者は、事業主負担の法定健診、任意継続被保険者および被扶養者には受診券を発行
し無料にて健診を実施。

Ｒ６年度

事業主と共同で特定保健指導の重要性、必要性の認知度を高めたうえで、対象者に対し十分な実施機
会を提供し、実施率の向上を目指す。

Ｒ７年度

Ｒ８年度

Ｒ９年度

Ｒ１０年度

Ｒ１１年度

事業名

Ｒ７年度

Ｒ８年度

Ｒ９年度

Ｒ１０年度

Ｒ１１年度

５０％

Ｒ６年度

体制 外部専門業者に委託。

９０％

１６％

Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度 Ｒ１１年度

７５％

事業所所属被保険者は、事業主負担の法定健診、任意継続被保険者および被扶養者には受診券を発行し無料に
て健診を実施。

内臓脂肪症候群該当割合

アウトプット指標

特定健診実施率

１７％ １７％ １６％ １６％

方法

体制
（被扶養者）全国のＡ・Ｂ契約受診医療機関にて受診。

（被扶養者）未受診者に対して事業主連名で「受診勧奨通知」を行う。

健康状態未把握者を減少させることでリスク者の状況を把握し、適切な改善介入に繋げるための基盤を構築する。

Ｒ１１年度Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度アウトカム指標

対象 対象事業所:全て、性別:男女、年齢:４０～７４歳、対象者分類:被保険者/被扶養者

事業名
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※１　特定健康診査の（実施者数）/（対象者数）

※２　特定保健指導の（実施者数）/（対象者数）

※３　特定健診の対象となる被扶養者には、強制被扶養者および任意継続被扶養者に任意継続被保険者

　　　を含めた数値としております。
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達成しようとする目標／特定健康診査等の対象者数



個人情報保護管理規程

（目的）

（外部委託）

－　４　－

　個人情報および特定個人情報に関する処理は、次の各号に掲げる事項を契約書上に明記することを了承した
業者に限り、外部委託することができる。

　法令、関連通知およびガイダンス（当該個人情報が特定個人情報である場合には、特定個人情報ガイドライ
ンを含む。）を遵守し、個人情報の保護に万全を期すこと、また、契約期間終了後においても同様であるこ
と。

個人情報の保護

第１条

特定健康診査等実施計画の公表・周知

ホームページに掲載。

第１４条

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（７） 組合との直接の契約関係を伴わない再委託を行わないこと。

被保険者等の個人情報を、組合の事業目的以外に利用しないこと。

被保険者等の個人情報の漏えい等が生じた場合には、契約を解除すること。

被保険者等の個人情報の漏えい等により損害が生じた場合には、損害賠償を行うこと。

　組合の個人情報取扱責任者は、随時、委託契約に関する調査を行い、説明を求めおよび報告を徴することが
できること。

個人情報取扱責任者から問題が指摘された場合には、速やかに必要な措置を行うこと。

　本規程は、「個人情報の保護に関する法律」（平成１５年５月３０日・法律第５７号。以下「法」とい
う。）および「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（平成２５年５月
３１日・法律第２７号。以下「番号法」という。）、「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのた
めのガイダンスについて」（平成２９年４月１４日保発０４１４第１８号厚生労働省保険局長通知。以下「ガ
イダンス」という。）、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（事業所編）」（以下「特定個
人情報ガイドライン」という。）、「健康保険組合における個人情報保護の徹底について」（平成１４年１２
月２５日保保発第１２２５００１号厚生労働省保険局保険課長通知。以下「保険課長通知」という。）に基づ
き、個人情報保護の重要性にかんがみ、ＳＫ健康保険組合（以下「組合」という。）における被保険者および
その被扶養者（以下「被保険者等」という。）等、組合が保有する個人情報の漏えい・滅失またはき損等（以
下「漏えい等」という。）を防止し、個人情報保護の徹底を図ることを目的とする。


